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宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症については、海外における当該感染症の発生状況を鑑み、「新

型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令」（令和

２年政令第２２号）により、令和２年２月１日から指定感染症に指定されています。

今般、宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての留意事項を別紙の

とおりまとめたので、御了知の上、実施をお願いいたします。

また、区のホームページにおいて、新型コロナウイルスについての情報を掲載しています

ので、ご利用ください。

【区ホームページアドレス：www.city.tokyo-nakano.lg.jp】
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